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朝川クリニック 石薬師町 374-5500 せと整形外科 道伯町 375-0225

旭が丘ファミリークリニック 東旭が丘三丁目 386-1222 高木病院 高岡町 382-1385

あなざわクリニック 野町東二丁目 380-2600 竹島医院 神戸二丁目 381-1500

家田クリニック 南江島町 388-8778 玉田クリニック 稲生四丁目 389-6660

イタニ・クリニック 白子駅前 386-0605 玉田内科循環器内科 西条一丁目 381-0011

いちかわ内科クリニック 秋永町 380-0810 中京サテライトクリニック三重支部 庄野町 373-4875

市場内科医院 長太栄町三丁目 385-5313 どうでんクリニック 三日市町 382-2111

いのうクリニック 稲生塩屋三丁目 388-3700 冨田内科 白子駅前 386-7768

上田内科クリニック 長澤町 371-6000 留奥内科 南江島町 387-0070

浦川内科クリニック 神戸八丁目 382-6611 永井クリニック 神戸八丁目 382-0576

浦田内科クリニック 国府町 378-7008 中沢内科 長太旭町三丁目 385-0337

尾池整形外科 中江島町 388-3115 長瀬内科 白子町 386-5121

沖中内科循環器科 桜島町二丁目 381-2727 中野整形外科 神戸三丁目 382-6110

おざき内科クリニック 岡田三丁目 370-5119 ハートフルクリニック北井内科 安塚町 381-0600

おの内科クリニック 江島町 380-2211 萩原内科胃腸科 神戸一丁目 383-0011

加藤内科 算所二丁目 370-5234 白鳳クリニック 庄野町 378-2311

かわぐち脳神経クリニック 桜島町六丁目 384-5111 服部医院 岸岡町 388-1682

川村外科内科 加佐登二丁目 379-3900 花木内科クリニック 高塚町 370-6663

きのしたクリニック 東旭が丘二丁目 380-0777 浜口整形外科 白子三丁目 386-6211

くまざわクリニック 東庄内町 371-6990 林医院 阿古曽町 379-3868

黒田クリニック 平田東町 375-2600 羽山クリニック 庄野羽山二丁目 378-3113

国立病院機構鈴鹿病院 加佐登三丁目 378-1321 はるひ野総合診療クリニック 北玉垣町 389-6161

小寺内科循環器科 西條町 382-2633 ばんクリニック 石薬師町 374-0020

小西内科クリニック 中箕田町 395-0007 樋口胃腸科・内科クリニック 白子町 386-2012

西城外科内科 長太旭町四丁目 385-5511 ひらいファミリークリニック 庄野東三丁目 375-2266

さわ内科胃腸科クリニック 寺家四丁目 368-0003 ひらぬま内科クリニック 柳町 381-3535

サンクリニック太陽の街 中瀬古町 372-0212 別府内科クリニック 東磯山三丁目 386-1117

塩川病院 平田一丁目 378-1417 ますずがわ神経内科クリニック 飯野寺家町 369-0001

嶋内科 柳町 382-1504 松岡ハートクリニック 若松北二丁目 385-1056

しまむら外科内科 野村町 380-1600 松本クリニック 南若松町 388-4000

しもむら内科 住吉二丁目 375-6111 水口内科クリニック 北江島町 387-0851

鈴鹿クリニック 伊船町 371-6800 みその内科クリニック 御薗町 372-8778

すずかこどもクリニック 秋永町 380-1800 村瀬病院 神戸三丁目 382-0330

鈴鹿腎クリニック 安塚町 381-0880 八木医院 東玉垣町 383-1661

鈴鹿内科・呼吸器内科 南玉垣町 373-6100 山下内科外科 桜島町四丁目 382-5007

すずきメディカルクリニック 平野町 367-0100 湯浅整形外科 神戸一丁目 383-1338

※風邪症状や発熱がある場合は受診をお控えください。

令和8年度 後期高齢者健康診査実施医療機関（５０音順）

お問い合わせ先 鈴鹿市 福祉医療課
059-382-7627 FAX 059-382-9455

メールアドレス：fukushiiryo@city.suzuka.lg.jp

鈴鹿市の実施期間：令和8年7月1日（水）～令和8年12月２8日（月）

※受診券の有効期限は11月30日と記載されていますが、鈴鹿市では実施期間を延長します。

※三重県内の健診実施医療機関で受診することができます。

ただし、12月1日以降の受診は、下記の市内医療機関に限ります。

【令和８年４月１日現在】

※受診を希望する医療機関に必ず連絡をしたうえで、受診してください。


